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地域をけん引する経営体確保対策事業費補助金 交付要綱 

 

制 定 令和元年９月１３日付け農第８８３号 

改 訂 令和２年４月１日付け農第１９８８号 

改 訂 令和２年８月１９日付け農第５７５号 

改 訂 令和３年５月２０日付け農第１４０号 

（趣旨） 

第１条 既存産地の再生や新規産地を形成していく上で、自らが有する出荷体制や販路、

技術等を、地域の農業者や農業法人に波及あるいは共有し、地域の中核となって産地化

を図ることが可能な経営体“地域をけん引する経営体”が県内への参入を進めるために

必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付につい

ては、補助金等交付規則（昭和 32年島根県規則第 32号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（事業実施主体等） 

第２条 事業費補助金の事業実施主体、補助対象経費、補助率等は交付要綱別表に定める

ところによる。 

ただし、交付要綱別表に定める区分を超えた経費の流用は認めない。 

２ 算出された交付額に千円未満が生じた場合は、切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第３条 市町村長が、規則第４条第１項の規定により補助金の交付を申請する場合には、

様式第１号に、様式第２号を添えて知事に提出しなければならない。 

２ 市町村長は、前項の申請書を提出するに当たっては、事業実施主体において当該補助

金に係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税相当額（消費税及び地方消費

税に相当する額をいう。以下同じ。）のうち、消費税法（昭和 63年法律第 108号）に規

定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25

年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じ

て得た金額をいう。以下同じ。）がある場合には、これを減額して申請しなければならな

い。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明確でない

事業実施主体に係る部分については、この限りでない。 

 

（交付決定内容等の変更等の申請） 

第４条 市町村長が、規則第９条第１項の規定により知事の承認を受けようとするときは、

様式第３号を知事に提出しなければならない。ただし、交付要綱別表に定める重要な変
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更以外の変更については別途指示を受けることとする。 

２ 市町村長が、規則第９条第２項の規定により知事の指示を受けようとするときは、様

式第４号を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の概算払） 

第５条 市町村長が、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、様式第５号を

知事に提出しなければならない。 

 

（完了報告） 

第６条 市町村長は、補助金の事業が完了したときは、完了した日から 10日以内に様式第

６号を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第７条 市町村長は、規則第 10条の規定により実績報告を行おうとする場合には、様式第

７号を知事に提出しなければならない。 

２ 市町村長は、前項の実績報告書を、当該補助事業の完了した日から起算して１ヶ月を

経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日まで

に知事に提出する。 

３ 第３条第２項ただし書により交付の申請をした場合で、第１項の実績報告書を提出す

る前に、当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを

補助金額から減額して報告しなければならない。 

４ 第３条第２項ただし書により交付の申請をした場合で、第１項の実績報告書を提出し

た後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当

額が確定したときは、その金額（前項の規定により減額した各事業主体にあっては、そ

の金額が減じた額を上回る部分の金額）を様式第８号により速やかに知事に報告すると

ともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

 

（帳簿等の保存） 

第８条 市町村長及び事業実施主体は、補助事業を実施するに当たっては、当該事業に係

る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた

年度の翌年度から５年間保管しなければならない。 

 

（書類等の提出） 

第９条 市町村長が、この要綱の規定により知事に提出する書類は、所管の隠岐支庁又は

農林水産振興センターを経由して農業経営課へ提出する（様式第６号を除く。）。 
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（補則） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付及び補助金交付の対象となる事業の

実施に関して必要な事項は、農林水産部長が別に定める。 

 

 附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、令和２年９月１日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、令和３年５月２０日から施行する。 
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交付要綱 別表 

区

分 

事業種目 

（補助対象経費） 

交付先 事業実施主体 補

助

率 

補助額 重要な変更 

事業の

内容の

変更 

経費の

配分の

変更 

活

動

支

援 

(1) 試作研究 

(2) 分析診断 

(3) 事例調査 

(4) 技術習得 

(5) 販路開拓 

(6) その他、知

事が認めるも

の 

市町村 既に農畜産物の生産や加工等を

営んでおり、島根県内で新たに

農畜産物の生産を行おうとする

法人（現在有する農地や設備等

での規模拡大は対象外）           

 

１
／
２
以
内 

１事業当

たり 

1,500千円

以下 

（１事業

当たり100

千円以上） 

事業種

目の新

設又は

廃止 

同一事

業実施

主体に

係る補

助金の

増額又

は20％

を超え

る減額 

 


